
阻害要因
の解消 

好循環の
創出･促進 

我が国全体 
としての 

研究開発成果
の最大化 

「世界で最もイノベーショ
ンに適した国」に貢献して
いく国立研究開発法人へ 

○人材の流動性等を通じた優れた人材の確保・育成 

○革新的技術シーズを事業化へ繋ぐ応用研究や成果の 
  実用化などの橋渡し 

○研究者の能力を最大限引き出すガバナンスの構築・強化                                                             
○大学・民間企業等の他機関と連携・協力 
○法人内部の事業間の連携・融合の促進  等 

科学技術イノベーション創出 

国際競争力の強化 

諸政策課題の解決 

国立研究開発法人の「研究開発成果の最大化」に向けて 

○固定的な狭い視野・価値観に縛られた業務 
  運営・研究開発 

○コンプライアンス、会計等に係る不適切な業 
  務運営、研究不正の発生             等 

○時間軸がずれた近視眼的な業務運営・研究 
   開発 

○変化に対応できない硬直的な業務運営・研 
  究開発 

国立研究開発法人  
今般の独法改革に
より、法人を類型化
し、国立研究開発法
人は研究開発の特
性等に十分配慮し
た制度・運用に 

資料２－３ 



国立研究開発法人の中長期目標の策定及び評価に関する指針のポイント(案） 

 
○目標の策定及び評価の第一目的は、「研究開発成果の最大化」（国立研究開発法人の第一目的）。 
 
○「研究開発の特性（長期性,不確実性,予見不可能性,専門性）」等を踏まえた適切な目標の策定及び評価。 
 
○科学技術イノベーション政策等の国の諸政策と整合性を確保。 
 
○「国の研究開発評価に関する大綱的指針」等を踏まえた「研究開発評価」と整合性を確保。 

 
○「研究開発成果の最大化」に向けて、課題の解 
   決などのアウトカム創出への貢献を目指す目標  
     等を策定。 
   
○「主務省」、「国立研究開発法人」、「研究開発に 
   関する審議会」が、三位一体となってしっかりと 
     練り上げた目標・計画を策定。 
 
○目標・計画の策定時に、主務大臣は、国立研究 
   開発法人、研究開発に関する審議会とともに、 
     適切な評価軸を設定。 
 
○目標は、「研究開発成果の最大化」の目的等に 
   照らし、諸事情の変化等があった場合には迅速 
   かつ柔軟に見直す。 
 

全体事項 

目標の策定 
 
○評価の重点は、法人としての「研究開発成果の 
 最大化」、「適正、効果的かつ効率的な業務運営」。 
 
○目標策定時に設定した評価軸を基本として、長 
  のマネジメントの在り方も含め、社会経済的、国 
  際的、中長期的な観点等も踏まえ総合的に評価。 
 
○研究開発の特性・多様性等を踏まえ、国際的な 
   水準を踏まえて専門的に評価する手法、将来性 
   について先を見通して評価する手法等、最も相 
     応しい評価手法を適切に選択。 
 
○次につながる（ﾌｨｰﾄﾞﾌｫﾜｰﾄﾞ）評価を行い、評価 
   結果は、「研究開発成果の最大化」、「適正、効 
     果的かつ効率的な業務運営の確保」に向けた業  
     務運営の改善等のために適切に活用。 

評価 



「国立研究開発法人の中長期目標の策定及び評価に関する指針」 
により改善が期待される主な事項(案） 

「研究開発成果の最大化」に向けて最適な目標
を設定することが可能に 

「研究開発成果の最大化」に向けた適切な目標の策定及び評価の実現 

「適正、効果的かつ効率的な業務運営」と「研究開発成果の最大化」の両立の実現 
 

「研究開発の特性（長期性、不確実性、予見不
可能性、専門性等）・多様性等を踏まえて適切
な評価手法を選択することが可能に 

「法人の業務運営」に関する
目標の策定・評価においても
独法全体の一律の適用が優
先され、必ずしも「研究開発
成果の最大化」に向けての十
分な配慮がなされなかった 

研究開発に係る事務事業に
対しても、定量的な外形的標
準を重視した達成目標・達成
度評価が一律に適用されて
きた 

「研究開発成果の最大化」と「適正、効果的か
つ効率的な業務運営を確保」を両立させながら、
法人全体の最適化を図っていくことが可能に 

⇒例えば、課題の解決などのｱｳﾄｶﾑ創出への貢献を目指す 
  目標、ﾊｲﾘｽｸ･ﾊｲﾘﾀｰﾝに挑戦する目標など 

⇒例えば、国際的な水準を踏まえた専門的な評価、将来性 
  について先を見通した評価など 

「研究不正の防止」への対応についても明確化 

⇒例えば、長のマネジメントの研究開発面・経営面双方か 
  らのサポート体制の確認・充実、国際的な研究開発競 
  争と適正な業務運営の両立（調達、人材戦略等）など 

⇒法人として「研究不正の防止」の取組を強化しつつ「研究 
  開発成果の最大化」していく体制等の構築・充実へ 



総務省・独立行政法人評価制度委員会 
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総合科学技術・ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ会議 

中
長
期
目
標
の
策
定 

中
長
期
計
画
の
策
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●十分な意思疎通 《
専
門
性
と
多
様
性
の
双
方
を
重
視
し
た
委
員
構
成
》 

高い専門的知見 

多様な識見・経験 

客観性 

国
内
外
の 

検討 

助言 

提言 

確認 

●適切な評価軸、 評価 
   手法等の設定 

●しっかりと練り上げた 
    目標・計画 の策定 

●次につながる（ﾌｨｰﾄﾞ 
  ﾌｫﾜｰﾄﾞ）評価の実施 

責
任
あ
る
評
価 

評
価
結
果
を
踏
ま
え
た

業
務
運
営
の
改
善
等 

客
観
的
で
信
憑
性
の
高
い
自
己
評
価 

評
価
結
果
の

活
用 

国
民
に
対
す
る

説
明
責
任 

国立研究開発法人の中長期目標の策
定及び評価に関する指針 

国立研究開発法人の中長期目標の策定及び評価に係る
関係各機関の役割（概要）（案） 

独立行政法人の目標の策定及び評価に
関する指針 内容を適切に反映 

●独立行政法人制度に係る横断的な見地から、業務が適正、 
   効果的かつ効率的に行われているか点検 

●国立研究開発法人の業務の特性、自主性等に十分に配慮 

●指針の運用状況等の 
   把握 
●府省横断的な連携等 
    の課題の把握 

●指針の実効性ある運 
   用の確保、見直し等     
●科学技術ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ政策 
   の司令塔として適切に関与      
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